
 

船舶事故等調査報告書 

平成２４年２月２３日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第１５８号 

事故等種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２３年１１月２日 １２時４４分ごろ 

発生場所 関門港関門航路 

 北九州市所在の大瀬戸第２号導灯（前灯）から真方位３２３°７５０ｍ

付近 

（概位 北緯３３°５４.２′ 東経１３０°５４.９′） 

事故等調査の経過  平成２３年１１月４日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（門司事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

コンテナ船 VEGA
ベ ガ

 SONJA
ソンジャ

（リベリア共和国籍）、７,１７０トン 

 ９３８５４５３（ＩＭＯ番号）、VEGA SONJA SCHFFFAHRTS GMBH 

 乗組員等に関する情報 船長、フィリピン共和国船長免状 

機関長、フィリピン共和国機関長免状 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機オイルミストディテクター、船底擦過傷 

 事故等の経過 本船は、船長、機関長ほか１５人が乗り組み、関門港の関門航路を対地

速力約１１ノット（kn）で東進中、平成２３年１１月２日１２時４４分ご

ろ主機が停止した。 

本船は、その後、速力の急激な低下と約６kn の東への潮流により操船不

能に陥り、右アンカーを投錨したものの、１２時４７分ごろ、潮流に圧流

され、北緯３３°５４.２′東経１３０°５５.２′に位置する航路外の浅

瀬に乗り揚げ、手配したタグボートにより離礁した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮流 東流約６kn 

 その他の事項  本船は、主機が危急停止した際、主機クランクケース内のオイルミスト

の濃度を常時監視するオイルミストディテクターの濃度表示ランプ１４個

が全て点灯していた。 

 オイルミストディテクターは、オイルミスト濃度表示ランプが下位から

の１０個が点灯した時点で主機が危急停止するようになっていた。 

 本船は、１０月２７日に大韓民国釜山港へ向けて航行中、オイルミスト

高濃度警報（点灯ランプ数不明）が発生した際、機関長が、主機が危急停

止しなかったので、装置の誤作動を疑い、釜山港入港後、取扱説明書に従

ってオイルミストディテクターを開放し、各部を掃除した上、試運転を実

施して各部に異常がないことを確かめていた。 

 本船は、本インシデント発生の際、船橋において、警報ランプの点灯や

ブザーの吹鳴がなく、主機の危急停止を感知することができなかった。 

 機関長は、主機の燃焼状態が良好であり、運転状態に異常がなかったこ

とから、オイルミストディテクターが誤作動し、高濃度オイルミストの検

知による危急停止信号を発したものと判断して電子制御基盤の予備がなか

ったので、完備品と交換した。 



 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

 本船は、関門港の関門航路を東進中、主機のオ

イルミストディテクターが誤作動したことから、

主機が危急停止し、運航不能になったものと考え

られる。 

 主機は、運転状態に異常がなく、オイルミスト

ディテクターを完備品と交換したところ支障なく

運転出来たことから、オイルミストディテクター

が誤作動して高濃度オイルミストの検知信号を発

したものと考えられる。 

 本船は、主機の停止に伴って速力が低下し、東

方への潮流に圧流され、操船不能に陥ったことか

ら、投錨したものの、本インシデント発生から約

３分後に航路外の浅瀬に乗り揚げたものと考えら

れる。  

原因  本インシデントは、本船が、関門港の関門航路を東進中、主機のオイル

ミストディテクターが誤作動したため、主機が危急停止したことにより発

生したものと考えられる。 

参考   今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・メーカーによるオイルミストディテクターの定期点検を実施するこ

と。 

・主機の危急停止装置作動時に備えた緊急対応訓練を実施すること。 

 




